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研究成果の概要（和文）：ダブルケアは狭義と広義の二つの意味で使われている。まず狭義のダブルケアとは、
育児と介護の同時進行という意味である。高齢化・晩婚化・晩産化の中で、育児と介護を経験する時差が縮まっ
てきた。一方、広義のダブルケアとは「多重ケア」である。家族や親族などの親密な関係では、多重のケア関係
があり、そこでは課題が複合化している。

本研究は、狭義のダブルケアに焦点をあて、ダブルケアラーの実態と、子育て支援策と高齢者施策の実質的連携
が依然として課題となっている実態を明らかにした。各地域の特性を生かした「自治型・包摂型の地域ケアシス
テム」が求められるが、そこでは当事者のダブルケア認知が鍵であることを示した。

研究成果の概要（英文）：The double responsibilities of elderly care and childcare can be defined as 
two definitions. The core definition means simultaneous care of children and elderly. With the 
aging, late marriage and late birth, the gap between experiencing childcare and elderly care has 
narrowed. On the other hand, in a broad sense is "multiple care". There are multiple care 
relationships in close relationships such as family and relatives. 

This research focuses on double responsibilities of care in a narrow sense, and has clarified the 
actual conditions of "double carers" and the actual conditions in which the actual cooperation 
between child care policy and elderly care policy remains an issue. There is a need for "autonomous 
/ inclusive community care system" in each local society, but to establish the system the key issue 
is how "double cares" recognize their own situation and care responsibilities and burdens. 

研究分野： 社会政策・福祉社会学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
参議院内閣委員会、北海道庁、埼玉県、さいたま市、京都府、神奈川県川崎市などの行政主催のシンポジウム
や、市民団体主催（岩手、横浜、仙台、川崎、香川等）の研修会にて発表を行い、地域包括ケアシステム構築に
おける横断的な支援構築のための実態調査・地域的対話・地域内のネットワーク構築をうながした。また韓国社
会政策学会、韓国女性政策研究院、ヨーロッパのケア政策研究者が集まる”Transforming Care Conference”な
どの報告を通じて、ダブルケアの国際比較研究を発展させるための重要なインプットを得ることができ、2020年
１月刊行予定の大原社会問題研究所雑誌「ダブルケア特集号」にも反映する。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景   

東アジアでは依然として、晩産化・超少子化・高齢化の同時進行が続いている。マクロ的には、

少ない生産年齢人口でより多くの老年人口を扶養し、ミクロ的には女性の晩婚化により出産年

齢が高齢化し、高齢者ケアと子どものケアの同時進行の増加が予測される。仕事と子育ての両

立、あるいは仕事と介護の両立が問題とされてきたが、超少子化と高齢化が同時進行する東ア

ジアでは、ダブルケア（介護・子育て）と仕事の両立問題という、新たな形の「ケアの社会化

問題」に直面している。 

 

２．研究の目的 

本研究は、晩産化・超少子化・高齢化が同時進行する東アジア社会における「介護と育児のダ

ブルケア責任」の構造把握と、少子高齢化と財政難に対応した「自治型・包摂型の地域ケアシ

ステム」構想への課題を、東アジアの比較視点で解明する。さらに、子育て・介護の縦割り行

政を超える、地域ケアシステムの変容をもたらす取組みと変革主体の形成のあり方を分析し、

多主体が連携した「自治型・包摂型の地域ケアシステム」を理論的・実証的に検討する。 

 

３．研究の方法 

研究方法は、量的・質的調査による実態調査と、制度分析である。東アジアやヨーロッパの国

際学会での成果報告を必須とし、共同研究者とともに学術雑誌の特集号として出版計画を推進

した。 

 

晩産化・超少子化・高齢化が同時進行する東アジア社会において、介護と育児のダブルケア分

担という新たな社会的リスクを、中高年世代（団塊世代）とサンドイッチ世代（団塊ジュニア

世代）の世代間のケア連関という視点から、構造的に実態を把握する（＝＞分析課題１）。そし

て、ダブルケアをめぐる地域的な家族支援政策可能性とその質の担保のための規制的政策の制

度分析（＝＞分析課題２）を行った。 

 

４．研究成果 

（１）研究の主な成果 

ダブルケアは狭義と広義の二つの意味で使われている。まず、狭義のダブルケアとは、育児と

介護の同時進行という意味である。高齢化・晩婚化・晩産化の中で、育児と介護を経験する時

差が縮まってきた。一方、広義のダブルケアとは、「多重ケア」である。広い意味で考えると、

家族や親族などの親密な関係では、多重のケア関係があり、そこでは課題が複合化している。 

本研究は、狭義のダブルケアに焦点をあてることで、そのダブルケアラーの実態と今後の政策

課題を明らかにした。 

 

量的・質的調査を通じて、ダブルケアラーの交渉過程やその背景にある規範・資源・制度の影

響を解明してきた。全国ダブルケアラー1,000 名への量的調査によれば、メインケアラーになっ

ていく過程ではっきりとジェンダー差が出ていた。すなわち、男性メインケアラーは自らすす

んで関わりたい傾向があり、自ら「選択」しているのに対し、女性メインケアラーは他にやる

人がいないから関わっているという傾向があった。男性と女性では、子育てと介護をめぐるケ

アの責任の配分のあり方、ケアの内容や頻度、社会規範が異なっているために、メインのダブ

ルケアラーになる「意思」「選択」にジェンダー差があらわれたと考えられる。また、多くのダ



ブルケアラーは、「育児が先のダブルケアラー」であったものの、「介護が先のダブルケアラー」

が 30 代ではすでに 20％と２割いる。晩婚化・晩産化が一層すすむと、「先に介護で後に出産・

子育て」というダブルケアラーが増えていくことも予測される。さらに、ダブルケアと仕事の

両立実態についてである。ダブルケアを理由に仕事をやめたことがある女性は、「職場が両立し

にくい環境」「ダブルケアという問題が認知されていない」という回答が男性よりも顕著に高か

った。ダブルケア視点からダイバーシティー（多様性）の尊重を一段とすすめていく重要性が、

本研究から浮きぼりになった。 

 

東アジアの比較によると、特に韓国では、中高年世代の女性の追加の孫ケアは、社会的ケア政

策が不十分な中で成人した子どもの経済活動を可能にする土台となっており、成人した子ども

世代の労働権は、中高年世代のケアを拒否する権利の放棄によって保障されていることが分か

った。 

 

男性・女性ダブルケアラーとも、介護・保育サービスの拡充やダブルケア視点からの入所基準

の配慮を切に望んでいる。また、介護も育児もあわせて相談できる行政窓口の設置、ダブルケ

ア経験者が地域で直接相談にのってくれる場、ダブルケア当事者が地域でつながる場を望んで

いる。現在、各地でダブルケア支援が拡がり、自治体においてダブルケア実態調査、ハンドブ

ックの配布、勉強会や研修会が広がっている。各地域の特性を生かした、多主体連携の「自治

型・包摂型の地域ケアシステム」が求められるものの、子育て支援策と高齢者施策の実質的連

携が依然として課題となっている実態と、当事者のダブルケア認知が「自治型・包摂型の地域

ケアシステム」の鍵であることが明らかになった。 

 

（２）得られた成果の国内外における位置づけとインパクト 

国内では、ダブルケア関連のシンポジウム開催や勉強会、研修会を通じて、調査結果を幅広く

社会へ発信し、当事者や支援者のネットワーキングの場ともなった。期間内で主要なシンポジ

ウムや勉強会を積極的に開催し、研究の社会的・地域的還元に努めた。具体的には、参議院内

閣委員会、北海道庁、埼玉県、さいたま市、京都府、神奈川県川崎市などの行政主催のシンポ

ジウムや、市民団体主催（岩手、横浜、仙台、川崎、香川等）の研修会にて発表を行った。本

研究プロジェクトでは、多主体連携の「自治型・包摂型の地域ケアシステム」を提言として出

しており、シンポジウムや研究会を通じて対話が深まる機会となった。地域包括ケアシステム

構築における横断的な支援構築のための実態調査・地域的対話・地域内のネットワーク構築を

うながした。 

 

東アジアにおける学会発表において、東アジアにおけるダブルケアの国際比較研究を発展させ

るための重要なインプットを得ることができた。具体的には、韓国社会政策学会と韓国女性政

策研究院における発表である。前者の国際学会では、韓国における共同研究者とともに、日韓

比較につながる研究発表を行った。後者は特に日本の研究成果を発表し、ケアの複合化に関す

る貴重なコメントを得た。ヨーロッパでの国際学会での報告も積極的に行い、国際的なケア政

策研究者が集まる”Transforming Care Conference”やヨーロッパ社会政策学会の報告を通じて、ダ

ブルケアの国際比較研究を発展させるための重要なインプットを得ることができた。2020 年１

月刊行予定の大原社会問題研究所雑誌「ダブルケア特集号」にも反映させている。 

 



（３）今後の展望 

３か年のダブルケア研究の成果報告として、学術雑誌（大原社会問題研究所雑誌）に特集号が

2020 年１月に予定されている。国際比較の論文が１本、韓国の中高年ダブルケア負担に関する

論文が１本、日本に関する論文が３本の計５本の企画となる。また、一般向けのダブルケアに

関する新書が 2019 年度に刊行予定である。  
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